
新 旧 

福岡県小児・ＡＹＡ世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業実施要綱 

 

第１条～第２条 略 

 

（助成対象者） 

第３条 妊孕性温存療法の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て

満たす者とする。 

 

一～六略 

七 妊孕性温存療法指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び国の

「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱（以下

「国実施要綱」という）」に基づく研究への臨床情報等の提供をすることにつ

いて説明を受け、本事業に参加することについての同意が得られた者 

なお、対象者が未成年患者の場合は、原則として、妊孕性温存療法を行う担 当

医師の所属する医療機関における未成年患者本人の同意取得の方針 に従い、未成

年患者本人（※）及び親権者又は未成年後見人等による 同意が得られた者を対象

とする。  

※年齢等の理由で同意能力がないために医療機関での妊孕性温存療法 実施の際

に未成年患者本人の同意を取得することができない場合は、 本事業に参加するこ

とに対する本人同意の取得も不要とする。 

２ 略 

 

第４条～第１２条 略 

 

附 則 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

 

附 則 

福岡県小児・ＡＹＡ世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業実施

要綱 

 

第１条～第２条 略 

 

（助成対象者） 

第３条 妊孕性温存療法の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を

全て満たす者とする。 

 

一～六略 

七 妊孕性温存療法指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び

国の「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施

要綱（以下「国実施要綱」という）」に基づく研究への臨床情報等の提供

をすることについて説明を受け、本事業に参加することについての同意

が得られた者 

なお、対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上

で、親権者又は未成年後見人による同意が得られた者 

 
 

 

 

２ 略 

 

第４条～第１２条 略 

 

附 則 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は、令和２年１２月２５日から施行し、令和２年度の補助金に

適用する。なお、令和元年度までの補助金は従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

２ 改正後の要綱の規定は、妊孕性温存治療の終了日が施行日以降のも

のについて適用し、施行日前に終了した妊孕性温存治療費に対する助成

については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年７月４日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

２ 改正後の要綱の規定は、妊孕性温存療法における凍結保存日又は温

存後生殖補助医療における治療期間の初日が施行日以降のものについて

適用し、施行日前に終了した妊孕性温存治療費及び温存後生殖補助医療

費に対する助成については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月２８日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

この要綱は、令和２年１２月２５日から施行し、令和２年度の補助

金に適用する。なお、令和元年度までの補助金は従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

２ 改正後の要綱の規定は、妊孕性温存治療の終了日が施行日以降

のものについて適用し、施行日前に終了した妊孕性温存治療費に対

する助成については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年７月４日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

２ 改正後の要綱の規定は、妊孕性温存療法における凍結保存日又

は温存後生殖補助医療における治療期間の初日が施行日以降のもの

について適用し、施行日前に終了した妊孕性温存治療費及び温存後

生殖補助医療費に対する助成については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

様式第１－２号略 

 

 
様式第１－２号略 



 

様式第１－４―１号～様式２－１号略 

 

様式第１－４―１号～様式２－１号略 



  



  



 

様式第２－４号～様式５－４号略 

 

様式第２－４号～様式５－４号略 



 


